
光市公告第１５号 

 『「光」と「食」のわくわくフェスタ』イベント実施及び広報企画等業務の

委託について、公募型プロポーザルに係る手続を開始するため、下記のとおり

公告する。 

  令和６年４月２５日 

 

 

光市長 市 川   熙 

 

１ 業務名 

『「光」と「食」のわくわくフェスタ』イベント実施及び広報企画等業務 

 

２ 業務内容 

仕様書のとおり 

 

３ 業務委託期間 

  契約締結日から令和６年８月３１日まで 

 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

(１) 本事業と同種のイベントの企画・運営に係る業務について、令和元年

度以降に、受託実績があること。 

(２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しない者であること。 

(３) 公告の日から本業務の審査選定の日までの間のいずれの日においても、

競争入札に係る指名停止措置を受けている者でないこと。 

(４) 国税、県税及び市町村民税を滞納していないこと。 



(５) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始

の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生

手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更

生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生計画認可の決定

（確定したものに限る。）を受けたときは、この限りでない。 

(６) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団、暴力団員（同条第６号に規定する

暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と関係を有している者でない

こと。 

 

５ 手続等 

(１) 『「光」と「食」のわくわくフェスタ』イベント実施及び広報企画等

業務に係る公募型プロポーザル実施要項、仕様書、平面図、様式集及び評

価基準（以下「実施要項等」という。）の入手方法 

実施要項等は、市ホームページ（http://www.city.hikari.lg.jp/）

から入手すること。 

(２) 参加表明書等の提出方法等 

  ア 提出方法 

持参し、又は郵送すること。ただし、郵送の場合は、送付記録が残る

方法にて受付期間内に必着とすること。 

  イ 提出期間 

    令和６年４月２５日（木）から令和６年５月７日（火）までの日（光

市の休日に関する条例（平成１６年光市条例第２号）第１条第１項に規

定する市の休日（以下「休日」という。）を除く。）の午前８時３０分

から午後５時まで 

  ウ 提出場所 

    〒７４３－８５０１ 山口県光市中央六丁目１番１号 



    光市経済部観光・シティプロモーション推進課 

(３) 企画提案書等の提出方法等 

  ア 提出方法 

    ５の(２)のアと同じ。 

  イ 提出期間 

    令和６年５月９日（木）から令和６年５月２２日（水）までの日（休

日を除く。）の午前８時３０分から午後５時まで 

  ウ 提出場所 

    ５の(２)のウと同じ。 

 

６ 評価及び選定 

(１) 選定審査 

『「光」と「食」のわくわくフェスタ』イベント実施及び広報企画等

業務公募型プロポーザル選定委員会により行う。 

(２) 選定審査方法 

提出された参加表明書類及び企画提案書の内容、プレゼンテーション

及びヒアリングにより、本業務の受託に最も適した者等を特定する。 

 

７ その他 

(１) 本手続に関する照会窓口は、光市経済部観光・シティプロモーション

推進課（電話（０８３３）７２－１５３２）とする。 

(２) その他詳細は、実施要項等による。 


